
ゆんたくひんたく

2023 年（令和 5年）11月号 

クロウド社会保険労務士事務所 

TEL：084-983-1198 e-mail：info@kuroudo-sr.com 

発行元：クロウド社会保険労務士事務所  〒720-0067 広島県福山市西町二丁目8-27 ポートビル 4F 

Voｌ. 78

11
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１ ゆんたくひんたく 

２ ４厚生年金保険資格取得届等へマイナンバー記載 令和５年分の年末調整は昨年と同じ手順 

３ ５「年収の壁・支援強化パッケージ」を決定 最低賃金引き上げに伴う支援（助成金等） 



令和５年９月 日から、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第
号）」が施行されました。これにより、厚生年金保険の被保険者資格取得届などについて、個人番号（マイナンバ

ー）の記載を求めることが明確化されました。これを受けて、日本年金機構から、次のようなお知らせがありました。 

厚生年金保険などの被保険者資格取得届にはマイナンバーを必ず記入してください

★採用時において、マイナンバー、基礎年金番号のいずれも確認できない方については、短期在留外国人等を除き、被
保険者資格取得届が返戻される（＝被保険者資格が認められない）ことになりますので、その旨を説明して、必ず提示
してもらうようにしましょう。 

「年収の壁・支援強化パッケージ」を決定 早急に開始へ

･･････････････【事業主の皆さまへ】「健康保険（船員保険）・厚生年金保険被保険者資格取得届」には 

個人番号（マイナンバー）を必ず記入してください ････････････････

･･･････････････････････「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要（厚労省の資料）････････････････････

いわゆる「年収の壁」への当面の対応策として、令和５年９月 日付けで、「年収の壁・支援強化パッ
ケージ」が決定されました。その概要を確認しておきましょう。 

（次ページへ続く） 

□ 「健康保険（船員保険）・厚生年金保険被保険者資格取得届」には、マイナンバー（基礎年
金番号を有する方は、マイナンバーまたは基礎年金番号）を必ず記入してください。マイナン
バー、基礎年金番号のいずれも記入がない場合は、返戻いたします。 
□ これまでは、基礎年金番号を有する方で、マイナンバー、基礎年金番号のいずれも確認で
きない場合は「健康保険（船員保険）・厚生年金保険被保険者資格取得届」にあわせて「基礎年
金番号通知書再交付申請書」をご提出いただくことで事務処理をしていましたが、令和５年９
月 日以降はマイナンバー、基礎年金番号のいずれも記入がない場合は返戻しています。 
□ なお、短期在留外国人等、マイナンバーも基礎年金番号も有していない方の場合は、引き
続き「資格取得時の本人確認事務」に基づき手続きをお願いします。 



11/ 10 ● 10 月分の源泉所得税・

11/ 16 ● 所得税予定納税額の減額申請期限（第２期分のみ）

11/ 30 ● 10 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 
● ９月決算法人の確定申告と納税・2024 年 3 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 
● 12 月・翌年３月・６月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 
● 所得税予定納税額の納付（第２期分） 

令和５年分の年末調整は昨年と同じ手順

令和５年も残り数か月となり社員の所得税に関する年末調整の時期も近づいてきました。 
国税庁からは、９月の末頃に「年末調整がよくわかるページ（令和５年分）」を開設したとの案内もありました。 
今年の年末調整においては、昨年からの大きな変更はなく、昨年（令和４年分）と同じ手順となります。その手順
等については、「年末調整がよくわかるページ」でも確認することができます。 

･･････････国税庁の「年末調整がよくわかるページ（令和５年分）」のトップ画面････････

★各対応策については、このパッケージに基づき、今後、所要の手続を経た上で、関係者と連携し、着実に進めて
いくこととしています。たとえば、キャリアアップ助成金のコースの新設（社会保険適用時処遇改善コースの新設）
に関する改正省令は、令和５年 月中には、公布・施行される模様です。 
詳細につきましては、改めてお伝えします。

お仕事 
カレンダー
11 月 

★年末調整につい
て、国税庁のサポー
トは充実している
といえますが、それ
でも、不明な点が出
てくると思います。
そんなときには、気
軽にお問い合わせ
ください。



地域別最低賃金が大幅に引き上げられ、全国加重平均で時給 円となり、令和５年 月１日か
ら順次、各都道府県において適用開始となりました。 
これを受けて、厚生労働省、中小企業庁から、「最低賃金引き上げに伴う支援を強化しています」というリーフレッ
トが公表されました。 
これは、令和５年度の最低賃金引き上げを受けた厚生労働省の支援策と中小企業庁の補助事業を紹介するもので
す。紹介されている助成金等は、次のとおりです。 

「最低賃金引き上げに伴う支援を強化しています」 厚労省・中小企業庁が案内 

･･････････････「最低賃金引き上げに伴う支援を強化しています（厚労省・中小企業庁）」より･････････････

読者の皆さまへ
① 皆さまのご意見、ご感想をお待ちしております。随時お寄せ下さい。
② ニュースレターの内容を無断で複写・転載することは著作権の侵害となります。くれぐれもおやめください。
③ ニュースレターで取り上げた内容は、直面した事実をありのままに記載しているのであって、個人や団体を誹
謗中傷するものではございません。誤解のないようお願いいたします。

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
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